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前回の第８回学識者懇談会で頂いた主な意見への対応前回の第８回学識者懇談会で頂いた主な意見への対応 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

石巻湾の地域で大きな高潮の記録が残っている
大正２年の高潮の被害についても記載を追加しまし
た。

●高潮による被災時の状況について

○鳴瀬川河口部の計画堤防高が高潮によって決定されていることも踏まえ

れば、洪水・津波のみならず、高潮による具体的な被災状況についても可能

な範囲で記述すべきではないか。

3

頂きましたご意見を踏まえ、パンフレットを修正し
たうえでパブリックコメントを開始しました。

●パブリックコメントのパンフレットの表現について

○変更項目ごとに「…に関する目標及び主な変更内容」という表現で統一し
た方が変更部分が明確になるのではないか。

○河口部の堤防が従来の計画に比べてどれだけ高くなるかが分かるように
表現すべきではないか。

○河川環境の記述において「懸念」という言葉を用いているが、生物から見
れば心配なことだけでなく、良い方向もあると思うので、「懸念」というマイナ
スの印象を与える言葉は控えた方が良い。

4

津波・高潮との関係も含め、河口部の堤防高設定
の考え方に関する説明を本文に追加いたしました。

●河口部の堤防計画に関する記述について

○整備計画の河口部堤防の説明をみると、津波に関する記述が多く、鳴瀬
川河口部の計画堤防高が高潮によって決定されていることが分かりずらい。
また、津波については「明治三陸地震」規模に対応するとのことだが、河口
部あたりで想定している津波高も分かるようにすると良いのではないか。

2

地震後の調査の考え方や調査計画案について本
文に追加しました。

なお、調査結果の整理にあたっては、堤内地の環
境変化との関連性にも留意しながら進めていきます。

●地震後の環境の変化に対するモニタリングについて

○今回の津波による川への影響、特に生物、環境については非常に大きな

意味を持っており、堤外のみならず、堤内側についても十分考慮した形で調

査を進めてもらいたい。

1

対応方針意見No

１



○意見（Ｎｏ．１）
●地震後の環境の変化に対するモニタリングについて
○今回の津波による川への影響、特に生物、環境については非常に大きな意味を持っており、堤外のみならず、堤内についても十分考
慮した形で調査を進めてもらいたい。

原案への反映（案）

5.5.「河川「河川のの整備の実施に関する事項整備の実施に関する事項 」」 1.3(1)1.3(1) 1) 1) 河川環境モニタリング河川環境モニタリング （（P101P101）に下記を追加）に下記を追加

東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下や津波による侵食等で地形や底質が変化するなど、動植物の生息・生育環境が

大きく変化した河口域においては、震災前に作成した環境情報図を参考に、それぞれの種の生態や生息・生育環境を考慮

し、関連する物理環境も同時に調査を行います。なお、地震前の地形や底質等と動植物の生育・生息環境との関連を整理

し、地震による地盤沈下や津波による地形や底質等の変化が動植物に与えた影響を整理した上で、その要因に注目してモ

ニタリングを実施し、必要に応じて保全措置を講じます。

素案に対する意見への対応（案）素案に対する意見への対応（案） 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

２

河口部における環境モニタリングスケジュール（案）
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原案への反映（案）

4.4.「河川整備の「河川整備の目標目標に関する事項に関する事項 」」 1.2(3)1.2(3) 高潮・津波への対応高潮・津波への対応 （（P74P74）に下記を追加）に下記を追加

(3) 高潮・津波への対応

河口部においては洪水に加えて高潮及び
津波からの被害の防止又は軽減を図ること
を目標とします。
津波対策の構築にあたっては、発生頻度

は極めて低いものの、発生すれば甚大な被
害をもたらす「最大クラスの津波」と、構
造物によって津波の侵入を防ぐ海岸保全施
設等の整備を行う上で想定する「施設計画
上の津波」の二つのレベルの津波を想定し
ています。鳴瀬川水系では「施設計画上の
津波」として、隣接する海岸堤防計画と同
じ明治三陸地震規模の津波を対象に、海岸
堤防やまちづくり等との整合を図りながら、
浸水被害を防止します。また、「最大クラ
スの津波」に対しては、地域と一体となっ
た総合的な被害軽減対策を実施しながら被
害の軽減を図ります。
なお、高潮・津波に対応した河口の堤防

高は、河口の位置する石巻海岸の海岸堤防
高と整合を図り、高潮に対して必要な高さ
TP7.2m とします。

○意見（Ｎｏ．２）
●河口部の堤防計画に関する記述について
○整備計画の河口部堤防の説明をみると、津波に関する記述が多く、鳴瀬川河口部の計画堤防高が高潮によって決定されていること
が分かりずらい。また、津波については「明治三陸地震」規模に対応するとのことだが、河口部あたりで想定している津波高も分かるよう
にすると良いのではないか。

素案に対する意見への対応（案）素案に対する意見への対応（案） 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

２
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※出典：宮城県沿岸における海岸堤防高さの設定について（案）
（平成23年9月9日宮城県沿岸域現地連絡調整会議資料）

［参考］宮城県沿岸の海岸堤防高設定の考え方
宮城県沿岸の海岸堤防の高さは、学識者、海岸を所管する省庁と岩手・宮城・福島県の関係者による
「海岸における津波対策検討委員会」で検討が行われ、委員会の検討内容を踏まえ設計津波の水位を
決定し、津波対策に必要な堤防高と高潮対策に必要な堤防高を比較し高い方を計画堤防高としています。

鳴瀬川



○意見（Ｎｏ．３）
●高潮による被災時の状況について
○○鳴瀬川河口部の計画堤防高が高潮によって決定されていることも踏まえれば、洪水・津波のみならず、高潮による具体的な被災状
況についても可能な範囲で記述すべきではないか。

原案への反映（案）

3.3.「「鳴瀬川の現状と課題鳴瀬川の現状と課題 」」 ○○高潮・津波被害高潮・津波被害 （（P49P49）に下記を追加）に下記を追加

［参考］大正２年８月高潮の被害
大正２年８月２７日石巻湾を襲った高潮は牡鹿郡各町村にとって有史以来の惨禍と言われるほどの大変災であった。郡全体の死者

２７人、全壊及び流出家屋７２０棟、浸水家屋３，３４６戸１７，９５１人の被害があった。この内石巻町の被害は死者３人、負傷者６１人、
全壊家屋１４０棟、半壊８５棟、流出家屋１３７棟、浸水家屋２，２１１戸１１，２７５人の被害があった。（出典：石巻市史）

素案に対する意見への対応（案）素案に対する意見への対応（案） 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

３
出典：「石巻の大正・昭和」（S63.8.1石巻日日新聞社発行）

中瀬東岸より撮影、海嘯のため明治
44年竣工の東内海橋は鋼管パイプ橋
脚２組が波打つ被害を受けた

内海橋下流の中瀬を南から撮影、
散乱する製材所の丸太、全壊屋根
にふとんを干している、人物の着
衣は着物に素足


